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(57)【要約】
【課題】均平作業を行う際の平板の交換作業を行う必要
のないロータリ耕耘装置を提供すること。
【解決手段】可撓性を有し、且つその上端部がロータリ
耕耘装置８のカバー１１の後端部に上下に揺動可能に連
結されている平板１８と、平板１８の後方に配置され、
ロータリ耕耘装置８のカバー１１の後端部に上下に揺動
可能に連結されている硬質の整地板２０と、平板１８と
整地板２０とを解除自在に接続する接続手段２５，２８
と、整地板２０を平板１８から後方又は上方に離れた姿
勢に解除自在に保持する保持手段１４ａ，２４とを備え
る。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可撓性を有し、且つその上端部がロータリ耕耘装置のカバーの後端部に上下に揺動可能
に連結されている平板と、
　前記平板の後方に配置され、前記ロータリ耕耘装置のカバーの後端部に上下に揺動可能
に連結されている硬質の整地板と、
　前記平板と前記整地板とを解除自在に接続する接続手段と、
　前記整地板を前記平板から後方又は上方に離れた姿勢に解除自在に保持する保持手段と
を備えるロータリ耕耘装置。
【請求項２】
　前記接続手段が、前記平板の横方向中央部及び前記整地板の横方向中央部のいずれか一
方に設けた挟持部材と、前記平板の横方向中央部及び前記整地板の横方向中央部の他方に
設けた被挟持部材とを備え、前記挟持部材が前記被挟持部材に挟持されることにより前記
平板と前記整地板とが接続されるように構成してある請求項１に記載のロータリ耕耘装置
。
【請求項３】
　前記平板の右端及び左端のそれぞれの上部に、小径孔部と大径孔部とが連なったダルマ
孔を、前記ダルマ孔の小径孔部が前記平板の横方向中央部側に配置されるように設け、前
記整地板の右端及び左端のそれぞれの上部に頭付きピンを立設し、前記頭付きピンの頭部
を、前記ダルマ孔の大径孔部から挿入して、前記ダルマ孔の小径孔部に係止させることに
より、前記平板の右端及び左端のそれぞれの上部が、前記整地板の右端及び左端のそれぞ
れの上部に固定される請求項２に記載のロータリ耕耘装置。
【請求項４】
　前記平板の横方向中央部が前記カバーの後方に移動するのを規制する規制状態と、前記
横方向中央部が前記カバーの後方へ移動するのを許容する解除状態に切換自在な連結手段
を備える請求項１～３のいずれか１項に記載のロータリ耕耘装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、圃場の畝立て作業と均平作業を行うロータリ耕耘装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のロータリ耕耘装置として、可撓性を有する平板（ゴムマット等）の下辺部の横方
向中央部を抵抗棒に連結することによって畝立てを実施することができ、また平板の下辺
部の横方向中央部と抵抗棒との連結を解除すると、平板の全体が後方に移動可能となって
、均平作業を実施することができるものが知られている。
【０００３】
　このようなロータリ耕耘装置によれば、通常の均平作業を実施できるだけでなく、畝が
形成された圃場において、平板の下辺部の横方向中央部と抵抗棒との連結を解除した状態
で再び均平作業を実施すると、平板の一方及び他方の横側部が、畝の壁部に沿うように斜
めに後方に折れ曲がる状態となるため、形成した畝を崩さずに畝間に生えた草の除草等を
行うことができる（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２２５７３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記平板は可撓性を有するため、均平作業時に部分的に弾性変形して圃
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場の表面にわずかではあるが比較的大きな凹凸が形成される場合があった。
　従って、均平作業において圃場の表面をもっとより平らで滑らかにするためには、平板
を取り外して、弾性変形し難い硬質の整地板（板金製等）に交換しなければならないとい
う煩わしさがあった。
【０００６】
　本発明の目的は、均平作業を行う際の平板の交換作業を行う必要のないロータリ耕耘装
置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のロータリ耕耘装置の第１特徴構成は、可撓性を有し、且つその上端部がロータ
リ耕耘装置のカバーの後端部に上下に揺動可能に連結されている平板と、前記平板の後方
に配置され、前記ロータリ耕耘装置のカバーの後端部に上下に揺動可能に連結されている
硬質の整地板と、前記平板と前記整地板とを解除自在に接続する接続手段と、前記整地板
を前記平板から後方又は上方に離れた姿勢に解除自在に保持する保持手段とを備える点に
ある。
【０００８】
〔作用及び効果〕
　本構成のごとく、硬質の整地板が平板の後方に配置され、平板及び整地板がカバーの後
端部分を支点として上下に揺動可能であれば、整地板を下方に揺動させてカバーの後端部
分から垂れ下がる姿勢とし、平板と整地板とを接続することによって、平板と整地板とが
一体となった状態で後方に移動可能となり、均平作業を実施することができる。
【０００９】
　このとき、硬質の整地板が平板の後方に配置されるため、整地板によって圃場が均平に
ならされ、大きな凹凸がほとんどない平らで滑らかな圃場表面を形成することができる。
従って、本構成によれば、均平作業を実施する際に、平板の交換作業を行う必要がなく作
業性が良い。
【００１０】
　また本構成によれば、耕耘爪によって跳ね上げられた耕耘土が前方の平板に当たり易く
、後方の整地板には当たり難いため、平板に耕耘土が当たった場合、平板が少し弾性変形
して、耕耘土が平板に付着し難い。
【００１１】
　さらに、本構成のごとく、整地板を平板から後方又は上方に離れた姿勢に保持可能な手
段を備えるものであれば、整地板を平板から後方又は上方に離れた姿勢に保持することに
よって、畝が形成された圃場において均平作業を実施すると、平板の一方及び他方の横側
部が、畝の壁部に沿うように斜めに後方に折れ曲がる状態となるため、形成した畝を崩さ
ずに畝間に生えた草の除草等を行うことができる。
【００１２】
　また、平板と整地板との接続によって、平板と整地板とを一緒に持ち上げることができ
るため、ロータリ耕耘装置の内部のメンテナンスを容易に実施することができる。
【００１３】
　第２特徴構成は、前記接続手段が、前記平板の横方向中央部及び前記整地板の横方向中
央部のいずれか一方に設けた挟持部材と、前記平板の横方向中央部及び前記整地板の横方
向中央部の他方に設けた被挟持部材とを備え、前記挟持部材が前記被挟持部材に挟持され
ることにより前記平板と前記整地板とが接続されるように構成してある点にある。
【００１４】
〔作用及び効果〕
　本構成によれば、接続手段が、平板の横方向中央部及び整地板の横方向中央部のいずれ
か一方に設けた挟持部材と、平板の横方向中央部及び整地板の横方向中央部の他方に設け
た被挟持部材という簡素な構成でなるものであるため、故障等が発生し難く、低コスト化
も図れる。



(4) JP 2012-249533 A 2012.12.20

10

20

30

40

50

【００１５】
　第３特徴構成は、前記平板の右端及び左端のそれぞれの上部に、小径孔部と大径孔部と
が連なったダルマ孔を、前記ダルマ孔の小径孔部が前記平板の横方向中央部側に配置され
るように設け、前記整地板の右端及び左端のそれぞれの上部に頭付きピンを立設し、前記
頭付きピンの頭部を、前記ダルマ孔の大径孔部から挿入して、前記ダルマ孔の小径孔部に
係止させることにより、前記平板の右端及び左端のそれぞれの上部が、前記整地板の右端
及び左端のそれぞれの上部に固定される点にある。
【００１６】
〔作用及び効果〕
　本構成によれば、接続手段の他に、平板に設けたダルマ孔と、整地板に設けた頭付きピ
ンとの係止によって平板と整地板とが接続されるため、平板と整地板とがより強固に接続
される。また、平板の端部がめくれて平板と整地板との間に耕耘土が入り込むようなこと
が少ない。
【００１７】
　さらに、小径孔部と大径孔部とが連なったダルマ孔を、ダルマ孔の小径孔部が平板の横
方向中央部側に配置されるように設けてあるため、平板と整地板との接続を解除する場合
に平板を整地板から所定の力で引き離そうとすると、平板が頭付きピンに対して内側に移
動し、ダルマ孔が平板の内側に引き寄せられることによって、大径孔部が頭付きピンに達
して、頭付きピンが大径孔部から自動的に抜けることが期待できる。
【００１８】
　即ち、接続手段の接続を解除しさえすれば、ダルマ孔と頭付きピンとの係止状態も自動
的に解除されるようにすることができるため、平板と整地板との接続解除をスムーズに実
施することができ操作性が良い。
【００１９】
　第４特徴構成は、前記平板の横方向中央部が前記カバーの後方に移動するのを規制する
規制状態と、前記横方向中央部が前記カバーの後方へ移動するのを許容する解除状態に切
換自在な連結手段を備える点にある。
【００２０】
〔作用及び効果〕
　本構成によれば、整地板を平板から後方又は上方に離れた姿勢に保持した状態で連結手
段を規制状態にすると、平板の下辺部の横方向中央部の移動が規制されて畝立て作業を行
うことができ、連結手段を解除状態にすると、平板の下辺部の横方向中央部のカバーの後
方への移動が許容されて、均平作業を行うことができる。
　即ち、連結手段の切換えによって、畝立て作業と均平作業とを自在に切換えることがで
き、操作性が良い。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】歩行型作業機の全体側面図である。
【図２】歩行型作業機の全体平面図である。
【図３】均平作業時のロータリ耕耘装置の縦断側面図である。
【図４】均平作業時のロータリ耕耘装置の背面図である。
【図５】畝立て作業時のロータリ耕耘装置の背面図である。
【図６】平板の横断面図である。
【図７】ヒンジ部材の斜視図である。
【図８】連結部の斜視図である。
【図９】均平作業時のロータリ耕耘装置の斜視図である。
【図１０】畝立て作業時のロータリ耕耘装置の縦断側面図である。
【図１１】畝立て作業時のロータリ耕耘装置の背面図である。
【図１２】畝立て作業後の均平作業時のロータリ耕耘装置の縦断側面図である。
【図１３】メンテナンス作業時のロータリ耕耘装置の縦断側面図である。
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【図１４】支持部材と高さ設定部材とを解除自在に連結する連結手段の（ａ）側面図及び
（ｂ）横断面図である。
【図１５】平板と整地板とを解除自在に連結する連結手段の縦断側面図である。
【図１６】平板と整地板とを解除自在に連結する連結手段の横断平面図である。
【図１７】平板のダルマ孔と、整地板の頭付きピンとの係止状態を示す縦断背面図である
。
【図１８】平板のダルマ孔と、整地板の頭付きピンとの係止状態を示す縦断側面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
〔実施形態〕
　図１～図１８に基づいて、本発明に係るロータリ耕耘装置を歩行型作業機に適用した場
合の実施形態について説明する。
【００２３】
　[全体構成]
　図１及び図２に示すように、歩行型作業機は、ミッションケース１の下部の右及び左側
部に車軸２が備えられ、右及び左の車軸２に走行用の車輪３が連結されており、ミッショ
ンケース１の前部に連結された支持フレーム４にエンジン５が支持されて構成されている
。
【００２４】
　ミッションケース１の上部から斜め後方下方に伝動ケース６が延出されて、伝動ケース
６から斜め後方上方に操縦ハンドル７が延出されており、伝動ケース６にロータリ耕耘装
置８が備えられている。
【００２５】
　図１及び図２に示すように、ロータリ耕耘装置８は、伝動ケース６の下部から右及び左
側に駆動軸９が延出されて、右及び左の駆動軸９に複数の正逆転爪１０が固定されており
、正逆転爪１０の上方を覆うカバー１１、抵抗棒１２、平板１８、及び整地板２０を備え
て構成されている。右及び左の駆動軸９及び正逆転爪１０は、通常は正転方向（図３の矢
印Ａ１の方向）に回転駆動されるが、逆転方向（図３の矢印Ａ２の方向）にも回転駆動す
ることが可能である。
【００２６】
　図３及び図４に示すように、カバー１１は、半円筒状の天井部１１ａの右及び左側部に
、扇形状の横壁部１１ｂが連結されて構成され、伝動ケース６の上方、右及び左の駆動軸
９及び正逆転爪１０の上方を覆っており、伝動ケース６のブラケット（図示せず）にカバ
ー１１の天井部１１ａが連結されている。
【００２７】
　図３及び図４に示すように、伝動ケース６に固定されたブラケット１３が後方に延出さ
れ、幅狭の角パイプ状のブラケット１４がブラケット１３に固定されて、ブラケット１４
が天井部１１ａの開口部から上方に突出している。ブラケット１７がブラケット１４の上
部に固定されている。抵抗棒１２をブラケット１４に固定するためのＬ字状の固定ピン１
６が、ブラケット１７にスライド自在（図４の紙面左右方向）及び回転自在に支持されて
いる。ブラケット１７には、固定ピン１６をブラケット１４の開口部（図示せず）から挿
入側（図４の紙面右方）に付勢するバネ２９が備えられている。ブラケット１４の上部の
後方側面には、第１フック部１４ａ(保持手段)が設けられている。
【００２８】
　図３及び図４に示す状態において、右及び左の駆動軸９及び正逆転爪１０を正転方向（
図３の矢印Ａ１の方向）に回転駆動しながら前進することにより、圃場の耕耘（耕起）が
行われる。
【００２９】
　[抵抗棒（高さ設定部材）]
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　図３及び図４に示すように、抵抗棒１２は細長い棒状に構成されている。抵抗棒１２の
上部には、その長手方向に沿って、複数個の固定孔１２ａが開口されている。また、抵抗
棒１２の下端には、板状の基板１５が、抵抗棒１２の延伸方向と直交する姿勢で、機体の
後方側に張り出すようにして設けられている。
【００３０】
　図３及び図４に示す状態は、抵抗棒１２がブラケット１４に挿入されて、固定ピン１６
が抵抗棒１２の固定孔１２ａの一つに挿入された状態であり、抵抗棒１２がブラケット１
４に固定された状態である。この状態で、伝動ケース６の真後ろに抵抗棒１２が位置して
おり、カバー１１の天井部１１ａの後端部分の横方向中央部の下方に基板１５が位置して
いる。
【００３１】
　抵抗棒１２（高さ設定部材）は、圃場面（地面）に接地してロータリ耕耘装置８の圃場
面に対する高さを設定する。即ち、抵抗棒１２の下端が圃場面に接地することにより、ロ
ータリ耕耘装置８の圃場面に対する高さが決められる。
【００３２】
　ロータリ耕耘装置８の圃場面に対する高さは、種々に変更することができる。例えば、
ロータリ耕耘装置８の圃場面に対する高さをより低く設定したいとするなら、固定ピン１
６を図４の紙面左方に引き抜き、約９０度回転させて、ブラケット１７の折り曲げ部１７
ａに掛けて引き抜き状態に保持する。そして、抵抗棒１２を上方向に移動させ、固定ピン
１６を抵抗棒１２のより下方に位置する別の固定孔１２ａに再び挿入して抵抗棒１２を固
定する。これにより、ロータリ耕耘装置８に対する抵抗棒１２の高さがより高い位置に変
更されるため、ロータリ耕耘装置８の圃場面に対する高さがより低く設定される。一方、
ロータリ耕耘装置８の圃場面に対する高さをより高く設定したいとするなら、固定ピン１
６を引き抜き状態に保持して、抵抗棒１２を下方向に移動させ、固定ピン１６を、抵抗棒
１２のより上方に位置する別の固定孔１２ａに再び挿入して抵抗棒１２を固定する。
【００３３】
　[平板]
　図５に示すように、長方形状の平板１８は、可撓性を有するゴム板等により構成されて
おり、その横幅がカバー１１の横幅と略同じ大きさに設定されている。
【００３４】
　図５に示すように、上辺部分２７ａ、下辺部分２７ｂ、及び上辺部分２７ａと下辺部分
２７ｂとをつなぐ中間部分２７ｃを備える金属板２７（支持部材）が、平板１８の表面に
取り付けられている。
【００３５】
　金属板２７の中間部分２７ｃが、平板１８の横方向中央部に配置され、金属板２７が平
板１８の横方向中央部を中心線として正面視で左右対称となるように設けられている。
【００３６】
　金属板２７の上下幅は平板１８の上下幅と略等しく、金属板２７の上辺部分２７ａの横
幅は平板１８の横幅よりも短く、且つ下辺部分２７ｂの横幅よりも大きい。また、中間部
分２７ｃの下辺部分２７ｂ側には、下辺部分２７ｂに近づくほど幅広となる山状部Ｍが設
けられている。尚、本明細書中、各構成部材の表面とは歩行型作業機の後方に面する側を
意味しており、裏面とはロータリ耕耘装置８に面する側を意味する。
【００３７】
　また、金属板２７の上辺部分２７ａ及び下辺部分２７ｂのそれぞれの両端には、図５に
示すように、平板１８が天井部１１ａの後端部分に垂れ下がる状態において、下側ほど幅
狭となるようなテーパー面Ｓ１，Ｓ２が形成されている。
【００３８】
　図５及び図６に示すように、金属板２７は、その上辺部分２７ａ及び下辺部分２７ｂに
おいて、平板１８にわたるようにボルトＢ１を貫通させて、平板１８の裏面側からナット
で締結させて固定してある。
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【００３９】
　[整地板]
　図３に示すように、長方形状の整地板２０は、金属製であって、平板１８の後方に配置
される。図３及び図４に示すように、本実施形態における整地板２０の上下幅及び横幅は
、平板１８よりも少し大きく設定されているが、同じ大きさに設定しても良い。
【００４０】
　図３に示すように、整地板２０の下端部分が前方に折れ曲がっており、図４に示すよう
に整地板２０の下端部分には、鋸歯状の整地部２１が形成されている。図３及び図９に示
す状態では、整地部２１が平板１８の下端よりも下側に位置する状態になる。
【００４１】
　図４に示すように、整地板２０の表面側には、横方向中央部を中心線として正面視で左
右対称となるように、上下方向に延びる５本のリブ２２が横方向に並設されている。尚、
この５本のリブ２２は、整地板２０を補強するためのものである。
【００４２】
　また整地板２０の表面側における横方向中央部の下側部分には、整地板２０の横方向中
央部を中心線として、その中心線の左右両側に一つずつ、横方向に貫通する半円筒状の貫
通部２３が形成されている。Ｕ字型のフック部材２４（保持手段）が、その左右の端部の
それぞれを左右の貫通部２３に対して中心線側から嵌め込むことによって、貫通部２３を
支点として上下に揺動可能に支持されている。尚、フック部材２４は、整地板２０を持ち
上げるときの把手としても使用される。
【００４３】
　[接続手段]
　平板１８と整地板２０とを解除自在に接続する接続手段は、整地板２０の横方向中央部
に設けた挟持部材２５と、平板１８の横方向中央部に設けた被挟持部材２８とを備えて構
成される。
【００４４】
　被挟持部材２８は、平面視でコの字型を有しており、金属板２７の中間部分２７ｃの山
状部Ｍに溶接により立設されている。尚、被挟持部材２８は、平板１８を持ち上げるとき
の把手としても使用される。
【００４５】
　整地板２０の２つの貫通部２３の間に、被挟持部材２８が通過可能な矩形の開口部３０
が形成されており、その開口部３０を覆うように、ハット曲げ加工されたケーシング３１
が整地板２０の表面に溶接されている。このとき、ケーシング３１の凹部３１ａと整地板
２０の開口部３０とが連通状態となると共に、ケーシング３１の凹部３１ａによって、挟
持部材２５（図８参照）を収容するための空間が形成される。
【００４６】
　図１５及び図１６に示すように、挟持部材２５は、ケーシング３１の凹部３１ａの天板
３１ｂにボルト及びナットで固定される。挟持部材２５は、一枚の板を折り曲げて形成さ
れる板バネ２５ａを備え、この板バネ２５ａによって、被挟持部材２８を挟持するための
挟持部２５ｂが形成される。挟持部材２５は、その挟持部２５ｂを整地板２０の開口部３
０側に向けた状態で、ケーシング３１の凹部３１ａ内に配置される。
【００４７】
　平板１８と整地板２０とを接続する場合、平板１８と整地板２０とを互いに近づけて、
平板１８の被挟持部材２８を、整地板２０の開口部３０を通過させて、ケーシング３１の
凹部３１ａ内で互いに当接し合う板バネ２５ａの間にその当接力に抗して入り込ませるこ
とによって、被挟持部材２８が挟持部材２５の挟持部２５ｂによって挟持され、平板１８
と整地板２０とが接続される。
【００４８】
　平板１８と整地板２０との接続を解除する場合は、板バネ２５ａの挟持力に抗して所定
の力で平板１８を整地板２０から引き離すことによって、被挟持部材２８と挟持部材２５
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の板バネ２５ａとを離間させれば良い。
【００４９】
　[補助接続手段]
　図５、図１７及び図１８に示すように、平板１８と整地板２０とを解除自在に接続する
補助接続手段は、平板１８の右端及び左端のそれぞれの上部に設けられたダルマ孔３２と
、整地板２０の右端及び左端のそれぞれの上部に立設された頭付きピン３３とを備えて構
成されている。
【００５０】
　ダルマ孔３２は、小径孔部３２ａと大径孔部３２ｂとが連なっており、小径孔部３２ａ
が平板１８の横方向中央部側に配置されるように設けられている。また、小径孔部３２ａ
の径は、頭付きピン３３の頭部の径よりも小さいが、大径孔部３２ｂの径は、頭付きピン
３３の頭部の径よりも大きく設定されている。
【００５１】
　平板１８と整地板２０とを接続する場合、平板１８と整地板２０とを互いに近づけて、
頭付きピン３３の頭部を、ダルマ孔３２の大径孔部３２ｂから挿入して、ダルマ孔３２の
小径孔部３２ａに係止させることにより、平板１８の右端及び左端のそれぞれの上部が、
整地板２０の右端及び左端のそれぞれの上部に固定されて平板１８と整地板２０とが接続
される。
【００５２】
　平板１８と整地板２０との接続を解除する場合は、平板１８を整地板２０から所定の力
で引き離そうとすると、平板１８が頭付きピン３３に対して内側に移動し、ダルマ孔３２
が平板１８の内側に引き寄せられることによって、大径孔部３２ｂが頭付きピン３３に達
して、頭付きピン３３が大径孔部３２ｂから自動的に抜けて、平板１８と整地板２０との
接続が解除される。
【００５３】
　[連結手段]
　図５、及び図１４（ａ），（ｂ）に示すように、金属板２７（支持部材）と抵抗棒１２
（高さ設定部材）とを解除自在に連結する連結手段は、金属板２７に設けたピン部材３４
と、基板１５のピン孔１５ａとを備えて構成される。
【００５４】
　ピン部材３４は、金属板２７の下辺部分２７ｂの横方向中央部に、金属板２７の下辺部
分２７ｂの下端から下方に突出する状態で溶接されている。
【００５５】
　ピン孔１５ａは、図１４（ｂ）に示すように、機体の後方側から小径部と大径部とが連
なり、基板１５の略中央部において厚み方向に貫通するように設けられている。
【００５６】
　連結手段は、金属板２７と抵抗棒１２とを連結することによって、金属板２７の下辺部
分２７ｂ（平板１８の下辺部の横方向中央部、図５参照）のカバー１１の後方への移動を
規制する規制状態と、金属板２７と抵抗棒１２との連結を解除することによって、金属板
２７の下辺部分２７ｂのカバー１１の後方への移動を許容する解除状態とに切換自在に構
成されている。
【００５７】
　連結手段を規制状態にするには、ピン部材３４をピン孔１５ａに挿入する。このとき、
抵抗棒１２の固定を一旦解除して上方向に移動させることにより、基板１５を上方に移動
させて、そのピン孔１５ａにピン部材３４を挿入させた後、再び抵抗棒１２を固定する。
ピン部材３４がピン孔１５ａに挿入されることによって、畝立て作業時に平板１８が圃場
の土圧を受けても、金属板２７のピン部材３４が基板１５のピン孔１５ａに掛止されるた
め、金属板２７の下辺部分２７ｂがカバー後方に移動しない。
【００５８】
　一方、連結手段を解除状態にするには、抵抗棒１２の固定を一旦解除して下方向に移動
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させ、ピン部材３４をピン孔１５ａから外した後、再び抵抗棒１２を固定すれば良い。こ
れにより、作業時に平板１８が圃場の土圧を受けると、金属板２７の下辺部分２７ｂを含
む平板１８の全体がカバー後方に移動可能となる。
【００５９】
　[保持手段]
　図１０、図１２、及び図１３に示すように、整地板２０を平板１８から後方又は上方に
離れた姿勢に解除自在に保持する保持手段は、整地板２０のフック部材２４と、ブラケッ
ト１４の第１フック部１４ａとを備えて構成される。
【００６０】
　整地板２０のフック部材２４をブラケット１４の第１フック部１４ａに掛止させること
によって、整地板２０を平板１８から上方に離れた姿勢に保持することができる。
【００６１】
　[平板及び整地板のカバーとの連結]
　図３に示すように、平板１８及び整地板２０が、カバー１１の天井部１１ａの後端部分
にヒンジ部材２６（図７参照）を介して上下に揺動可能に連結されている。
【００６２】
　図７に示すように、ヒンジ部材２６は、貫通孔Ｈ１を有する第１ヒンジ面２６ａと、該
第１ヒンジ面２６ａに対してそれぞれ別に揺動自在に並設して枢支連結される第２ヒンジ
面２６ｂ及び第３ヒンジ面２６ｃとを備えて構成される。図４に示すように、ヒンジ部材
２６の第１ヒンジ面２６ａが天井部１１ａの後端部分の左右両端側において、ボルトＢ２
とナットによって固定される。
【００６３】
　図４に示すように、細長い平板状の固定部材１９が、天井部１１ａの後端部分の裏面に
ボルトＢ２，Ｂ３とナット（図示せず）によって固定されている。固定部材１９の長手方
向の長さは、天井部１１ａの横幅とほぼ同じ長さに設定されている。固定部材１９の両端
部分には、ストッパー部１９ａが形成されており、天井部１１ａの後端部分の裏面に配置
する際、ストッパー部１９ａが天井部１１ａの後端部分から後方に少しはみ出した状態と
なる。
【００６４】
　図３及び図４に示すように、天井部１１ａの後端部分の左右両端側において、天井部１
１ａの表面側に配置されるヒンジ部材２６の第１ヒンジ面２６ａと、天井部１１ａの裏面
側に配置される固定部材１９とにわたるようにボルトＢ２を貫通させて、固定部材１９の
側からナット（図示せず）で締結することによって、ヒンジ部材２６と固定部材１９とが
伴締め固定されている。
【００６５】
　図７に示すように、ヒンジ部材２６の第２ヒンジ面２６ｂには、貫通孔Ｈ２が設けられ
ている。図５に示すように、第２ヒンジ面２６ｂ、金属板２７の上辺部分２７ａの左右両
端部分、及び平板１８にわたるようにボルトＢ５を貫通させて、平板１８の裏面側からナ
ット（図示せず）で締結することによって、平板１８がヒンジ部材２６の第２ヒンジ面２
６ｂに連結される。これにより、平板１８及び金属板２７が、ヒンジ部材２６によって天
井部１１ａの後端部分に上下揺動自在に支持される。尚、平板１８の連結方法については
、上記構成に限定されるものではなく、単に平板１８の上端部分をボルトとナットで天井
部１１ａの後端部分に直接固定するようにしても良い。
【００６６】
　また、図４に示すように、ヒンジ部材２６の第３ヒンジ面２６ｃの表面と、整地板２０
の裏面の左右上端部分とを溶接することによって、整地板２０がヒンジ部材２６の第３ヒ
ンジ面２６ｃに連結される。
【００６７】
　[均平作業]
　次に、均平作業について説明する。
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　均平作業を行う場合、先ず、固定ピン１６を引き抜き状態に保持して、抵抗棒１２の固
定を一旦解除して下方向に移動させ、ピン部材３４をピン孔１５ａから抜き出して金属板
２７と抵抗棒１２との連結を解除する。そして、平板１８と整地板２０とを後方に揺動さ
せた後、再び抵抗棒１２を上方向に移動させて固定する。
【００６８】
　このとき、平板１８の被挟持部材２８が整地板２０の挟持部材２５に挟持されると共に
、平板１８の２つのダルマ孔３２のそれぞれに整地板２０の２つの頭付きピン３３のそれ
ぞれが係止しており、合計３箇所で接続状態となっている。
【００６９】
　また、整地板２０の左右の上端部が固定部材１９のストッパー部１９ａ（図４参照）に
係止されるため、図３に示すように平板１８及び整地板２０が、正逆転爪１０側にこれ以
上揺動せず、側面視で斜めに傾斜した姿勢に保持される。
【００７０】
　図３に示す平板１８と挟持部材２５の接続状態では、平板１８と整地板２０との間に先
端側（下端側）ほど前後幅が徐々に広くなる隙間が形成される。尚、図示しないが、平板
１８と整地板２０との間に基端側から先端側に亘って前後幅が均等な隙間が形成されるよ
うに挟持部材２５及び被挟持部材２８を構成しても良い。
【００７１】
　図９に示すように、機体の前進に伴い、ロータリ耕耘装置８において、右及び左の駆動
軸９及び正逆転爪１０を正転方向（図３の矢印Ａ１の方向）に回転駆動することにより、
耕起された土が平板１８の裏面により受け止められて、平板１８及び整地板２０が後方に
移動し、整地板２０の整地部２１によって均平面が形成される。このとき、平板１８の被
挟持部材２８と整地板２０の挟持部材２５との連結によって、平板１８と整地板２０との
間に隙間が設けられるため、平板１８が弾性変形し易く、耕耘により飛散した石が平板１
８に当たってその衝撃が吸収されるため、整地板２０が破損し難い。さらに、均平作業中
に平板１８が前後方向に振動し易いため、耕起土が平板１８に付着し難い。
【００７２】
　[畝立て作業]
　次に、畝立て作業について説明する。
　畝立て作業を行う場合、先ず、図１０に示すように、整地板２０のみを上方に回動させ
て、被挟持部材２８と挟持部材２５との接続、及びダルマ孔３２と頭付きピン３３との係
止を解除し、さらに整地板２０のフック部材２４をブラケット１４の第１フック部１４ａ
に掛止させることによって、整地板２０を平板１８から上方に離れた姿勢に保持する。尚
、整地板２０は、形成される畝よりも高い位置に保持されるようにすればよく、上方に限
らず平板１８から後方に離れた姿勢に保持するようにしても良い。
【００７３】
　次いで、平板１８のピン部材３４を、基板１５のピン孔１５ａに挿入し、金属板２７と
抵抗棒１２とを連結して規制状態とする。このとき、抵抗棒１２の固定を一旦解除して上
方向に移動させることにより、基板１５を上方に移動させて、ピン孔１５ａにピン部材３
４を挿入させた後、再び抵抗棒１２を固定する。
【００７４】
　これにより、図１０及び図１１に示すように、金属板２７のピン部材３４が基板１５の
ピン孔１５ａの小径部に掛止されるため、金属板２７の下辺部分２７ｂ（平板１８の下辺
部の横方向中央部）のカバー１１の後方への移動が規制される。
【００７５】
　機体の前進に伴って、正逆転爪１０の正転方向（図８の矢印Ａ１の方向）の回転駆動に
よって耕起された土が平板１８により受け止められるが、平板１８に設けた金属板２７の
下辺部分２７ｂがカバー１１の後方に移動せず、平板１８の左右の横側部が後方に移動す
ることになる。
【００７６】
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　その結果、図１１に示すように、平板１８において、金属板２７の上辺部分２７ａの左
右両端のテーパー面Ｓ１，Ｓ１のそれぞれと、下辺部分２７ｂの左右両端のテーパー面Ｓ
２，Ｓ２のそれぞれとをつなぐ仮想線Ｔ１（図５参照）を折り曲げ線として、平板１８の
一方及び他方の横側部が斜めに後方に折れ曲がるような状態となる。
【００７７】
　そして、図１１に示すように、平板１８の下辺部の横方向中央部と平板１８に設けた金
属板２７の下辺部分２７ｂによって畝Ｃの底部Ｃ１が形成され、平板１８の折れ曲がった
左右の横側部によって、右及び左の横側の畝Ｃの壁部Ｃ２が形成される。
【００７８】
　[畝立て作業後の均平作業]
　次に、畝立て作業後の均平作業について説明する。この作業は、畝間に生えた草の除草
等を行うために、形成した畝を崩さずに畝間の圃場の耕耘作業を実施するものである。
【００７９】
　図１２に示すように、整地板２０のフック部材２４をブラケット１４の第１フック部１
４ａに掛止させることによって、整地板２０を平板１８から上方に離れた姿勢に保持する
。
【００８０】
　さらに、固定ピン１６を引き抜き状態に保持して、抵抗棒１２の固定を一旦解除して下
方向に移動させ、ピン部材３４をピン孔１５ａから抜き出して金属板２７と抵抗棒１２と
の連結を解除する。そして、平板１８を後方に揺動させた後、再び抵抗棒１２を上方向に
移動させて固定する。
【００８１】
　これにより、機体の前進に伴い、ロータリ耕耘装置８において、右及び左の駆動軸９及
び正逆転爪１０を正転方向（図３の矢印Ａ１の方向）に回転駆動して耕起された土が平板
１８の裏面により受け止められて、平板１８が後方に移動する。このとき、平板１８の一
方及び他方の横側部が、畝Ｃの壁部Ｃ２に沿うように斜めに後方に折れ曲がる状態となる
ため、形成した畝を崩さずに畝間の圃場の耕耘作業を実施することができる。
【００８２】
　[メンテナンス作業]
　最後に、ロータリ耕耘装置８において、駆動軸９や正逆転爪１０等のメンテナンス作業
を行う場合について説明する。
【００８３】
　均平作業を終えた後にメンテナンス作業を実施する場合、図３に示す状態から、平板１
８と整地板２０とを一緒に上方に回動させて、整地板２０のフック部材２４をブラケット
１４の第１フック部１４ａに掛止させる。これにより、図１３に示すように、平板１８と
整地板２０とが上方に持ち上げられた姿勢に保持される。その結果、平板１８や整地板２
０が邪魔になることがなく、効率良く駆動軸９や正逆転爪１０等のメンテナンス作業を実
施することができる。
【００８４】
　また、畝立て作業を終えた後にメンテナンス作業を実施する場合、図１０に示す状態に
おいて、固定ピン１６を引き抜き状態に保持して、抵抗棒１２の固定を一旦解除して下方
向に移動させ、ピン部材３４を基板１５のピン孔１５ａから抜き出して金属板２７と抵抗
棒１２との連結を解除する。
【００８５】
　次いで、図１３に示すように、平板１８を上方に回動させて、平板１８の被挟持部材２
８と整地板２０の挟持部材２５とを接続させる。これにより、平板１８と整地板２０とが
上方に持ち上げられた姿勢に保持される。その結果、平板１８や整地板２０が邪魔になる
ことがなく、効率良く駆動軸９や正逆転爪１０等のメンテナンス作業を実施することがで
きる。
【００８６】
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　また、畝立て作業後の均平作業を終えた後にメンテナンス作業を実施する場合、図１２
に示す状態において、平板１８を上方に回動させて、平板１８の被挟持部材２８と整地板
２０の挟持部材２５とを接続させる。これにより、平板１８と整地板２０とが上方に持ち
上げられた姿勢に保持される。
【００８７】
〔別実施形態〕
〔１〕前述の実施形態における金属板２７は、平板１８の横方向中央部を上下方向全体に
亘って支持可能に構成してあれば良い。従って例えば、その上辺部分２７ａ及び下辺部分
２７ｂのうちの少なくともいずれか備えていない構成としても良い。
〔２〕前述の実施形態における挟持部材２５を平板１８の横方向中央部に設け、被挟持部
材を整地板２０の横方向中央部に設けても良い。
〔３〕前述の実施形態におけるピン部材３４を、抵抗棒１２に設け、ピン孔１５ａを金属
板２７に設ける構成としても良い。また、前述の実施形態のように、ピン部材３４及びピ
ン孔１５ａが、金属板２７及び抵抗棒１２の一方及び他方のそれぞれの下端に設けられて
いる構成に限定されるものではなく、ピン部材３４及びピン孔１５ａが、金属板２７及び
抵抗棒１２の一方及び他方のそれぞれの中間部等に設けられている構成としても良い。
〔４〕前述の実施形態における抵抗棒１２の代わりに、高さ変更可能な尾輪を設ける構成
としても良い。
〔５〕前述の実施形態における支持部材２７を、平板１８の前面（裏面）に取り付けるよ
うにしても良い。
〔６〕前述の実施形態における平板１８を、ヒンジ部材２６を使用せずにカバー１１に直
接取り付けて、支持部材２７を当該平板１８に取り付けるようにしても良い。
【産業上の利用可能性】
【００８８】
　本発明は、走行用の車輪とロータリ耕耘装置とを別々に備えた歩行型作業機ばかりでは
なく、走行用の車輪を廃止し、右及び左の車軸に正逆転爪を連結してロータリ耕耘装置を
構成した歩行型作業機や、乗用型のトラクタに装備されるロータリ耕耘装置としても有用
である。
【符号の説明】
【００８９】
１１　カバー
１４ａ　第１フック部（保持手段）
１５ａ　ピン孔(連結手段)
１８　平板
２０　整地板
２４　フック部材（保持手段）
２５　挟持部材(接続手段)
２７ｂ　下辺部分（横方向中央部）
２８　被挟持部材（接続手段）
３２　ダルマ孔
３２ａ　小径孔部
３２ｂ　大径孔部
３３　頭付きピン
３４　ピン部材(連結手段)



(13) JP 2012-249533 A 2012.12.20

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(14) JP 2012-249533 A 2012.12.20

【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】



(15) JP 2012-249533 A 2012.12.20

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(16) JP 2012-249533 A 2012.12.20

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】



(17) JP 2012-249533 A 2012.12.20

10

フロントページの続き

(72)発明者  打谷　賢
            大阪府堺市堺区石津北町６４番地　株式会社クボタ堺製造所内
(72)発明者  渡　剛
            大阪府堺市堺区石津北町６４番地　株式会社クボタ堺製造所内
(72)発明者  前田　伸治
            大阪府堺市堺区石津北町６４番地　株式会社クボタ堺製造所内
(72)発明者  大塚　俊平
            大阪府堺市堺区石津北町６４番地　株式会社クボタ堺製造所内
Ｆターム(参考) 2B033 AA06  AB01  AB11  AC04  DB32  DB35  DB39  DB44  DB47  EC01 
　　　　 　　        EC05  ED06  ED09 
　　　　 　　  2B034 AA03  BA02  BA05  BA07  BB02  BC05  EA03  EA14  EB02  EB22 
　　　　 　　        EB23  EB24  EB26  EB35 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

